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平
成
２０
年
度
か
ら
国
保
税
の
特

別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
条
件

す
べ
て
を
満
た
す
方
で
す
。

●
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
お

り
、
世
帯
の
国
保
加
入
者
全
員

が
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
で
あ
る

●
国
保
世
帯
主
が
年
額
１８
万
以
上

の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

●
国
保
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と

国
保
税
の
合
計
額
が
年
金
受
給

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

　
該
当
す
る
場
合
は
、
世
帯
主
の

年
金
か
ら
国
保
税
が
天
引
き
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
、
今
ま

で
ど
お
り
の
納
付
方
法
で
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
特
別
徴
収
対
象
者
に
は
、
３
月

〜
４
月
ご
ろ
に
徴
収
額
な
ど
を
記

載
し
た
文
書
を
送
付
い
た
し
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
幡
多
地
域
の
６
市
町
村
は
、
住

民
税
・
固
定
資
産
税
・
国
保
税
な

ど
年
々
増
加
す
る
滞
納
税
を
徴
収

す
る
専
門
組
織
と
し
て
「
租
税
債

権
管
理
機
構
」
を
平
成
２０
年
４
月

１
日
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

　
町
税
の
滞
納
者
の
う
ち
「
長
期
・

高
額
・
悪
質
」
で
徴
収
困
難
と
判

断
し
た
滞
納
案
件
を
「
租
税
債
権

管
理
機
構
」
に
移
管
し
ま
す
。

　
「
租
税
債
権
管
理
機
構
」
は
、

移
管
さ
れ
た
滞
納
案
件
に
つ
い
て

市
町
村
か
ら
独
立
し
て
、
独
自
に

財
産
調
査
を
行
い
、
裁
判
所
の
許

可
を
受
け
る
こ
と
な
く
財
産
の
差

し
押
さ
え
が
可
能
な
徴
収
専
門
組

織
と
し
て
滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
滞
納
者
に
は
「
租
税

債
権
管
理
機
構
」
へ
の
移
管
予
告

通
知
を
出
し
た
う
え
で
『
租
税
債

権
管
理
機
構
』
へ
引
継
ぎ
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
税
の

滞
納
が
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
税
金
を
納
付

し
て
い
た
だ
く
場
合
、
納
期
内
に

納
付
し
た
方
と
の
公
平
を
図
る
た

め
、
延
滞
金
を
納
付
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

延
滞
金
の
割
合
 

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を

経
過
す
る
日
ま
で

次
の
い
ず
れ
か
低
い
割
合
と
な

り
ま
す
。

・
年
７.３
％

・
前
年
の
１１
月
３０
日
の
商
業
手
形

の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
を
加

え
た
割
合

※
平
成
２０
年
中
の
割
合
は
４.７
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

②
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を

経
過
し
た
以
後

・
年
１４
・
６
％

　
こ
の
よ
う
に
延
滞
金
は
、
た
い

へ
ん
利
率
が
高
い
で
す
の
で
ご
留

意
く
だ
さ
い
。

延
滞
金
の
目
安
 

　
税
額
が
２
千
円
未
満
の
場
合
に

は
延
滞
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
　

　
ま
た
、
算
出
さ
れ
た
延
滞
金
が

千
円
未
満
の
場
合
に
も
か
か
り
ま

せ
ん
が
、
納
期
内
納
付
は
厳
守
し

て
く
だ
さ
い
。

納
税
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す

　
事
情
に
よ
り
、
町
税
（
軽
自
動

車
税
、
固
定
資
産
税
、
町
県
民
税
、

国
民
健
康
保
険
税
）
を
納
期
内
に

納
付
で
き
な
い
場
合
に
は
、
毎
月

の
分
割
納
付
や
年
金
受
給
ご
と
の

納
付
な
ど
、
納
付
方
法
の
相
談
を

受
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
相
談
に
つ
い
て
は
、
誓

約
書
な
ど
が
必
要
と
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
印
鑑
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

延
滞
金
の
計
算
方
法
 

①
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月

間
は
４.７
％
（
平
成
２０
年
中
）

の
割
合
で
延
滞
金
を
計
算
し

ま
す
。

②
１
カ
月
を
経
過
す
る
と
、１４
・
６

％
の
割
合
で
延
滞
金
を
計
算

し
ま
す
。

③
①
と
②
を
足
し
た
額
が
延
滞

金
と
な
り
ま
す
。

【
例
】

固
定
資
産
税
第
１
期

金
額
１
万
５，
１
０
０
円

納
期
限
が
平
成
２０
年
６
月
２
日
の

納
付
を
、
平
成
２０
年
１２
月
２６
日
に

行
っ
た
場
合

町
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

（
住
民
税
担
当
）

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

が
始
ま
り
ま
す

（
収
納
担
当
）

幡
多
地
域
に
『
租
税
債
権
管
理

機
構
』
が
設
置
さ
れ
ま
す

（
収
納
担
当
）

税
金
の
延
滞
金
の
は
な
し

①（税額：千円単位）×（経過日数）×（年率）
　 15,000円×30日×0.047÷365日＝57円

（1円未満切捨て）
②（税額：千円単位）×（経過日数）×（年率）
　 15,000円×177日×0.146÷365日＝1,062円 
③ ①＋②＝（延滞金）
　 57円＋1,062円＝1,100円（100円未満切捨て）

延滞金の計算方法
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固
定
資
産
税
の
納
税
者
の
方
は
、

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
し
、

自
己
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
（
評

価
額
）
に
つ
い
て
、
町
内
の
他
の

土
地
・
家
屋
と
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

土
地
、
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

住
所
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格

（
所
有
者
の
記
載
は
な
し
）

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

住
所
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床

面
積
・
価
格
・
建
築
年

（
所
有
者
の
記
載
は
な
し
）

縦
覧
の
目
的

　
他
の
人
の
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
と
比
較
し
て
、
評
価
額
が
適
正

で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
う

縦
覧
の
対
象
者

　
町
内
に
所
在
す
る
土
地
お
よ
び

家
屋
の
納
税
者
（
代
理
人
を
含
む
）

縦
覧
の
時
に
必
要
な
も
の

・
納
税
者
本
人
／
印
鑑

・
代
理
人
／
代
理
人
の
印
鑑
と
委

任
状
ま
た
は
依
頼
者
の
印
鑑

縦
覧
の
期
間

　
４
月
１
日（
火
）か
ら

　
６
月
２
日（
月
）ま
で

＊
土
・
日
、
祝
日
は
縦
覧
で
き
ま

せ
ん
。

閲
覧
の
対
象
者

・
納
税
義
務
者
本
人

・
借
地
人
、
借
家
人
、
そ
の
他
収

益
の
権
利
な
ど
を
有
す
る
方
（
契

約
書
な
ど
権
利
関
係
を
示
す
書

面
が
必
要
で
す
。）

閲
覧
の
時
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
本
人
／
印
鑑

・
代
理
人
／
代
理
人
の
印
鑑
と
委

任
状
ま
た
は
依
頼
者
の
印
鑑

○
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

 
大
方
総
合
支
所 

税
務
課

蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
収
納
係

蕁
４
３
―
４
５
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課 

税
務
係

 
 
蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

（
資
産
税
担
当
）

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で

き
ま
す

同
時
に
課
税
台
帳
の
閲
覧
も
で

き
ま
す
　

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

住
所
・
名
字
が
変
わ
っ
た
方
は

す
み
や
か
に
ご
連
絡
を
！

大
切
な
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

を
お
届
け
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
住
所
の
変
更
の
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

婚
姻
な
ど
で
名
字
が
変
わ
っ
た
方

ご
自
身
の
記
録
に
結
び
つ
く

可
能
性
の
あ
る
『
過
去
の
年

金
記
録
』
を
探
す
た
め
に
も
、

お
手
持
ち
の
古
い
年
金
手
帳

を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
氏
名

変
更
の
お
届
け
を
な
さ
れ
て

な
い
方
は
、
変
更
の
届
出
を

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

変
更
の
届
出
は

　
い
ず
れ
の
場
合
も
、
お
手
数

で
す
が
、
次
の
各
窓
口
へ
申
し

出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

　
大
方
総
合
支
所 

住
民
課

　
蕁
4
3
―
2
8
0
0（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課

　
蕁
5
5
―
3
7
0
1（
直
通
）

・
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
て

い
る
方
（
会
社
員
や
公
務
員
）

や
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
の
方

お
勤
め
の
会
社
や
役
所
な
ど

・
年
金
を
受
給
さ
れ
て
る
方

　
幡
多
社
会
保
険
事
務
所

　
蕁
3
4
―
1
6
1
6（
直
通
）

便
利
で
お
得
な
「
前
納
制
度
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
１
年
間
の
国
民
年
金
保
険
料

を
ま
と
め
て
納
付
す
る「
前
納
制

度
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、保

険
料
が
割
引
と
な
り
、お
得
で
す
。

　
平
成

２０
年
度
の
前
納
を
現
金

納
付
で
希
望
さ
れ
る
方
は
、４
月

に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ

る
「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案

内
書
」に
添
付
さ
れ
た
前
納
用
納

付
書
で
４
月
末
日
ま
で
に
金
融

機
関
・コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
２０
年
度
の
保
険
料
額
　
　

　
　
（
平
成
２０
年
４
月
か
ら
）

　
１
万
４，
４
１
０
円（
月
額
）

＊
１
年
分
の
保
険
料
額

〈
定
額
で
支
払
っ
た
場
合
〉
 

　
１７
万
２,
９
２
０
円

〈
前
納
で
支
払
っ
た
場
合
〉
 

　
１６
万
９，
８
５
０
円

☆
３，
０
７
０
円
も
お
得

　
毎
月
の
納
付
も
、
口
座
振
替

の
「
早
割
」
な
ら
月
額

５０
円
お

得
で
す
。
詳
し
く
は
、
社
会
保

険
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

3
月 

休
日
・
時
間
外
年
金
相
談

場
所
／
幡
多
社
会
保
険
事
務
所

◆
受
付
時
間
延
長

３
月
は
、
年
金
相
談
の
受
付

時
間
を
、
平
日
（
月
曜
〜
金

曜
）
午
後
７
時
ま
で
延
長
し

て
お
り
ま
す
。

◆
休
日
の
年
金
相
談
日

日
時

３
月
８
日（
土
）・
９
日（
日
）

午
前
９
時

３０
分
〜
午
後
４
時

※
年
金
相
談
の
予
約

休
日
、時
間
外
年
金
相
談
の
日

に
つ
き
ま
し
て
は
、１
カ
月
前

か
ら
電
話
に
よ
る
予
約
を
受

付
け
し
て
い
ま
す
の
で
、お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局 

幡
多
事
務
所

　
蕁
３
４
―
１
６
１
６

社
会
保
険
庁
に
届
出
し
て
い
る

住
所
が
現
住
所
と
違
う
方


